
 龍郷町では、畜産用敷料の不足が課題となっている。
 このため、森林整備等で発生した樹木を敷料加工施設への運搬経費として譲与税の活用を実施。

□ 事業内容
木材活用事業
• 畜産用敷料確保のため、木材の加工施設への運搬費に活用

【事 業 費】514.58千円（うち譲与税514.58千円）
（譲与税は、上記事業に係る部分に充当）

【実 績】514.58千円

鹿児島県 龍郷町
森林整備関係

（積込） （揚重）

・畜産用敷料の不足が課題となっている。
・木材保管場所が町外にあり、敷料加工施設までの運搬経
費がかかるため。

□ 取組の背景

（運搬）

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２：「R2国勢調査」より

担当者連絡先
（部署）農林水産課 （氏名）中村 恭作
（電話番号）0997−69−4524
（メール）nourinsuisan@town.tatsugo.lg.jp

①令和6年度譲与額：1.342千円 ②私有林人工林面積（※１）：119.79ha

③林野率（※１）：1.1％ ④人口（※２）：5,817人 ⑤林業就業者数（※２）：0人

□ ⼯夫・留意した点
・端材を多くもっており、有利な価格で執行できる業者の選定を

行った。
・

□ 取組の効果
・畜産敷料の不足解消に寄与することができた。
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